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博士前期課程

① 日本国内に居住し，日本国内にて連絡が可能な方に限ります。
② 「日本の保証人」となる方本人に必ず承諾を得た上で，電話番号等，記入できる箇所はす
　べて記入してください。
③ 「日本の保証人」には学生本人が学籍異動手続き（退学・休学・除籍等）や不測の事態等

が発生した際に学生本人との連絡や確認をお願いすることがあります。
④ 学費，住居等含め金銭的負担は一切発生いたしません。民法上の保証人ではありません。

＜日本の保証人について＞　※外国人留学生のみ記入

氏名は在留カード（パスポート）
記載の英字表記を記入してくだ
さい




